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～新司法修習の集合修習の見学および司法研修所での意見交換会を

契機として法科大学院における法曹養成ないし研究を考える～

〈目次〉

第1，はじめに

第2，教員研修についての概要報告

第3，最後に～感謝とお願い～

第1，はじめに

岡本洋一

1，筆者・岡本洋-(2014(平成26)年4月1日より熊本大学大学院法曹養成研究科に

准教授として着任，おもに刑法を担当）は，同年9月5日埼玉県和光市にある最高裁判

所・司法研修所において，法科大学院教員に向けての新司法修習における集合修習の授

業見学および司法研修所教官等との意見交換を内容とする教員研修に参加した（以下，

｢教員研修」と略す｡)。そこで本稿では，表題のように，法科大学院における法曹養成

ないし研究を考える一つの契機として当該教員研修を報告していきたい。

なお，以下の内容すべては，あくまで筆者・岡本洋一個人が見聞きした記憶とそれに
●●●●●●●●●●●●●●●

基づく見解を記したものである。当然のことながら，筆者が所属する熊本大学ないし同
●●●●●●●●●●●●● ● ● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

大学大学院法曹養成研究科はもちろん，法科大学院協会など特定の組織・団体のいかな
●●●●●●●●●●●●●●●●●

る立場や意見を代表するものではないことを，あらかじめ堅くお断りしておく。

2，さて，以下，教員研修の内容紹介に入る前に，なぜそもそも，このように教員研修を

報告・公表する必要があるのかという説明が必要と思う。もちろん，「そんな説明は不

要である。公表は至極当然のことである」と筆者の執筆意図を直ちにご理解いただける

方は，以下の（1）ないし（3）を飛ばし，「第2」以下の紹介をご覧いただきたい。

(1)そうではない関係各位に対しては，以下，績々，公表する理由を説明していきたい。

たしかに，これまでの教員研修については，法科大学院協会ホームページで，毎年11月
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